
目指そう健康寿命延伸

山形村ホームページ　http://www.vill.yamagata.nagano.jp/

人口=8,743人（前月比＋12）／男=4,340人（前月比＋9）／女=4,4０3人（前月比＋3）／世帯数=2,962世帯（前月比＋5）
村のうごき（11月1日現在総人口）

　さわやかな秋晴れの空の下、「やまがたウォーキング体験会」が行なわれました。茂澄 修先生のご指導で、60
名ほどの参加者がバージョンアップした山形村健康体操で体をほぐし、ウォーキングコースの歩き初めを行ない
ました。
　紅葉が進み、色とりどりの景色を眺めながらのウォーキングは、心身をリフレッシュしてくれます。健康寿命
延伸を目指して、共に歩みましょう。

発　行／長野県山形村役場　　編　集／総務課
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■いちいの里からこんにちは！
■介護者慰労金を支給します
■農業者年金とは？
■子どもを性被害から守るための条例
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お問い合わせ　保健福祉センター　いちいの里　☎97－2100

いちいの里から こんにちは！いちいの里から こんにちは！

　認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように山形村で
は認知症の方を地域全体で支える村づくりを進めています。その一環として「認知症初期集中支援チーム」
を設置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援をスタートしました。

 

　地域包括支援センター（保健福祉センターいちいの里内）に設置されています。
　　　 　　☎97-2100　　Ｅ-mail   kaigo@vill.yamagata.nagano.jp
〇複数の専門職が認知症と疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、専門医療機関の受診、介護サービ
スに関する利用の支援、認知症の状態に応じた助言等を行ないます。期間は、医療や介護サービスによる
安定的な支援に移行するまでの、概ね６ヶ月を目安とします。
　認知症の方、そのご家族より相談が来次第、必要に応じてチーム員を招集し支援を開始します。

10月1日より
認知症初期集中支援チームがスタートしました！
10月1日より
認知症初期集中支援チームがスタートしました！
10月1日より
認知症初期集中支援チームがスタートしました！

たとえばこのような時に
　　　　　　　　　ご相談ください。
〇親が認知症ではないかと思うが、
　病院受診をしてくれない。
〇一人暮らしの高齢者で認知症が
　疑われる人がいるが、どうしたら
　いい？…など。

＋

山形村認知症初期集中支援チーム
（地域包括支援センター内）

認知症
サポート医

保健師
社会福祉士

家族

本人

病院

かかりつけ医

訪問・支援

連

　携

連

　携

連　携

相談・情報提供

民生委員　
地域住民
認知症サポーター

相談・受診

相
談
・
受
診

認知症初期集中支援チームとは？

　平成29年２月14日㈫に予定していました乳児健診は、平成29年２月28日㈫に変更します。
対象の方には、個別に通知をお送りします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

乳児健診日程変更のお知らせ乳児健診日程変更のお知らせ

もしかして
認知症？
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　手話を通して、聞こえない人も聞こえる人も交流できる地域をめざして手話教室を開催します。初心者の
方にもわかりやすく指導していただけます。大勢の皆さまのご参加をお待ちしています。
　　期　間　　平成28年12月～平成29年２月の毎週金曜日
　　　　　　　平成28年12月　９日・16日
　　　　　　　平成29年　１月　６日・13日・20日・27日
　　　　　　　　　　　　２月　３日・10日・17日・24日
　　　　　　　　　　　　（途中からの参加も可能です。）
　　時　間　　午後７時30分～９時
　　会　場　　保健福祉センター いちいの里　ボランティアルーム
　　内　容　　手話による聴覚障がい者との交流、会話、簡単な歌
　　参加費　　無料

手話教室参加者募集手話教室参加者募集

　家庭において、一定の要件を満たしている重度の要介護高齢者及び重度の心身障害児者を介護している親
族の方に、介護者慰労金を支給します。
　支給の対象と思われる方には申請書類をお送りしますので、介護をしている親族の中から代表者の方を決
めていただき、申請書を提出してください。

介護者慰労金を支給します介護者慰労金を支給します介護者慰労金を支給します

対象者

・おおむね65歳以上の要介護認定３、４、５の方を介護し、基準日前1年間に要介護者と
　同居し、かつ介護していた期間が６ヶ月以上ある方
　　※要介護２の方については、重度の認知症状がある方など一定の要件に該当すれば支給対象となり
　　　ます。
・障害児福祉手当及び特別障害者手当受給者を介護している方

支給額
要介護２、３の方の介護者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年30,000円

要介護４、５の方及び重度心身障害児者の介護者　　　　　　　　　　　年60,000円

お問い合わせ　保健福祉課　☎97-2100

いちいの里 入浴回数券をお持ちの方へ

旧回数券はお早めにご使用ください‼
　本年７月１日に、いちいの里の入浴料改定を行ないました。これに伴い、旧回数券（下左

側のもの）は、本年営業最終日12月27日㈫までそのままご使用いただけますが、翌
年営業開始日平成29年1月5日㈭からは、値上げ相当分50円を追加でお支払
いいただくようになります。旧回数券は、なるべくお早めにご使用ください。

≪旧回数券≫ ≪新回数券≫

お問い合わせ　保健福祉課　☎97-2100

緑色

黄色

オレンジ色

青色

いちいの里　入浴券
大人　300円

山形村保健福祉センター

いちいの里　入浴券
子供　100円

山形村保健福祉センター

いちいの里入浴券
大人　350円

山形村保健福祉センター

いちいの里入浴券
子供　150円

山形村保健福祉センター

お問い合わせ　保健福祉課　☎97-2100
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お問い合わせ　　山形村農業委員会　☎98-5664　／　JA松本ハイランド山形支所　☎98-3151



　
霜
月
を
迎
え
、
日
増
し
に
紅
葉
が
進
み
、
寒
さ
も
厳

し
さ
を
増
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
11
月
3
日
文
化
の
日
に
〝
健
康
寿

命
延
伸
の
村
づ
く
り
〞
を
推
進
す
る
「
や
ま
が
た
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
体
験
会
」
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
①
バ
ー
ジ

ョ
ン
ア
ッ
プ
し
た
健
康
体
操
の
お
披
露
目
、
②
茂
澄
修

先
生
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
座
、
③
健
康
寿
命
延
伸
推
進

委
員
の
皆
さ
ん
が
考
案
し
た
4
・
5
㎞
の
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
コ
ー
ス
を
実
際
に
歩
く
体
験
会
の
3
つ
の
メ
ニ
ュ
ー

に
、
60
余
名
の
皆
さ
ま
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
心
地
良
い
汗
が
軽
く
に
じ
む
、
1
時
間
余
り
の
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
で
す
。
成
果
が
見
え
る
よ
う
、
来

年
度
以
降
も
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
そ
の
翌
週
は
、
第
66
回
目
の
山
形
村
総
合
文
化
祭
が

盛
大
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
練
習
を
重
ね
た
皆
さ
ま
の

熱
意
が
伝
わ
る
ス
テ
ー
ジ
発
表
で
あ
り
ま
し
た
。
発

表
、
展
示
共
に
毎
年
内
容
が
充
実
し
て
い
く
こ
と
を
感

じ
ま
す
。
過
去
65
回
の
文
化
祭
で
も
、
そ
の
時
代
の
主

人
公
が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
ま
と
め
、
元
気
を
発
表
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
継
続
が
ま
さ
し
く
山
形
村
の
文
化

で
あ
り
、
文
化
祭
で
す
。
時
代
を
繋
ぎ
輝
い
て
い
ま
す

皆
さ
ま
に
エ
ー
ル
を
送
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
13
日
に
は
、
恒
例
の
第
27
回
道
祖
神
と
新
そ

ば
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
村

内
外
か
ら
大
勢
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
用
意
さ
れ

た
千
５
百
食
の
新
そ
ば
は
完
売
し
ま
し
た
。
新
し
い
試

み
と
し
て
「
山
形
村
産
業
フ
ェ
ア
」
も
同
時
開
催
さ

れ
、
大
盛
況
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　
秋
は
イ
ベ
ン
ト
が
続
き
ま
し
た
が
、
皆
さ
ま
に
ご
協

力
い
た
だ
き
無
事
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
皆
さ
ま
に
は
、
ご
健
勝
で
今
年
１
年
を
締
め

く
く
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

５

山形村国民健康保険から医療費情報をお知らせします山形村国民健康保険から医療費情報をお知らせします山形村国民健康保険から医療費情報をお知らせします

47,227,398円円
●国保から医療機関等へ支払った金額（９月診療分）

※この金額は療養給付費・療養費・高額療養費・精神給付の合計です。

（前年同月額：52,451,720円）

お問い合わせ　住民課　☎98-3112

～交通事故にあったら届け出を～
交通事故にあったらすぐに警察に届け出るとともに、国保にも必ず届け出てください。 
国保で治療を受けるときは、国保窓口に「第三者行為」の届け出が必要です。 
示談で済ませてしまうと国保が使えなくなる場合があります。

被保険者証・印鑑・交通事故証明書（後でも可）・その他必要書類

届け出に必要なもの

山形村の林道冬期封鎖のお知らせ
　冬期間の林道は凍結・積雪・倒木・落石など大変危険であり、大事故の発生が懸念されるため、山
の安全と林道の適正管理から、林道封鎖を下記のとおり実施します。ご迷惑をお掛けしますが、皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。
　なお、山林所有者の方など、冬期間に諸事情で山に入る場合は、事前に産業振興課へご連絡くださ
い。

記
　　◎封鎖期間・・・平成28年12月10日㈯～平成29年４月28日㈮
　　　　　　　　　　　※積雪状況により封鎖を早める場合があります。
　　◎封鎖区間・・・　大　池　線　⇒　林道曽倉北沢線分岐点　～　清水高原別荘地（終点）
　　　　　　　　　　　堂 ヶ 入 線　⇒　堂ヶ入ダム　～　清水寺
　　　　　　　　　　　横吹１号線　⇒　清水高原観光道路　～　清水高原別荘地下
　　　　　　　　　　　横吹２号線　⇒　全線

お問い合わせ　産業振興課　☎98-5664
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寒
い
冬
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

　
こ
れ
か
ら
厳
し
い
寒
さ
を
迎
え
る
時
期
に
な

り
ま
す
。
ご
家
庭
で
暖
房
器
具
を
使
用
す
る
機

会
が
増
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
空
気
が

乾
燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

火
災
予
防
の
意
識
を
高
く
持
ち
、
火
災
の
発
生

を
防
ぎ
、
尊
い
命
と
貴
重
な
財
産
を
守
り
ま
し

ょ
う
。

【
暖
房
器
具
使
用
上
の
注
意
点
】

　暖
房
器
具
を
使
用
す
る
前
に
正
常
に
作
動
す

る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

①
本
体
・
プ
ラ
グ
に
ゴ
ミ

　
や
ほ
こ
り
が
溜
ま
っ
て

　
い
な
い
か
。

②
ス
ト
ー
ブ
の
近
く
に
燃

　
え
や
す
い
も
の
を
置
い

　
た
り
、
洗
濯
物
を
乾
か

　
し
た
り
し
な
い
。

③
火
の
つ
い
て
い
る
状
態

　
で
の
給
油
は
、
絶
対
に

　
し
な
い
。

④
ス
ト
ー
ブ
の
移
動
は
、

　
火
の
つ
い
た
状
態
で
は

　
絶
対
に
し
な
い
。

防
災
だ
よ
り
○211

松
本
広
域
消
防
局

山
形
消
防
署

☎
98
|

4
4
5
5

山
形
消
防
署

寒
い
冬
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

寒
い
冬
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

⑤
就
寝
前
に
は
、
完
全
に
消
火
し
て
い
る
か
確

　
認
し
ま
し
ょ
う
。

⑥
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災
を

　
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
用
す
る
よ
う

　
に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

普
通
救
命
講
習
会
の
お
知
ら
せ

　
大
切
な
人
の
命
を
救
う
た
め
に
心
肺
蘇
生
法

や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方
、
簡
単
な
応
急
処
置
に
つ

い
て
学
び
ま
せ
ん
か
。

　
日
時
　
12
月
3
日
㈯

　
　
　
　
午
前
９
時
〜

　
場
所
　
渚
消
防
署

　
定
員
　
30
名
程
度

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

　
と
な
り
ま
す
。
受
講
を
希
望

　
さ
れ
る
方
は
、
お
早
め
に
山
形
消
防
署
ま
で

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
火
事
と
救
急
は
１
１
９
番
へ
★

長野県子どもを性被害から守るための条例について
　長野県では、子ども（18歳未満の者）を性被害から守るための取組に関し必要な事項を定め、子どもを性被
害から守るための取組を総合的に推進することにより、子どもの尊厳を守り、子どもの健やかな成長を支援する
ために、「長野県子どもを性被害から守るための条例」が７月７日公布されました。規制項目に係る規定は、11
月１日から施行します。

威迫等による性行為等の禁止
・威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止
（罰則：２年以下の懲役又は100万円以下の罰金）※
・威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせることを禁止
・自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、教えることを禁止
深夜外出の制限
・保護者は、通勤、通学その他の正当な理由のある場合を除き、深夜（午後11時から翌日の午前４時ま
で）に子どもを外出させないように努めること
・保護者の委託があるなど正当な理由のある場合を除き、深夜に子どもを連れ出すことなどを禁止
　（罰則：30万円以下の罰金）※
・深夜営業者は、深夜に施設内等にいる子どもに対し、帰宅を促すよう努めること
・深夜に外出している子どもに対し、帰宅を促すよう努めること
　 ※子どもの年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできません。（年齢を知らないこと

に過失がないときは除く）
　違反した者が子どもであるときは、当該子どもについては、罰則は適用しません。
　違反する行為をしたとき子どもであった者についても、罰則は適用しません。

お問い合わせ　長野県県民文化部次世代サポート課　☎026-235-7210
　　　　　　　E-mail : jisedai@pref.nagano.lg.jp

子どもを性被害から守る 検索※詳細は、長野県ホームページをご覧ください。

規制項目に係る規定
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●
日
時
　
12
月
15
日
㈭
　
午
後
１
時
30
分
〜

　
　
　
　
３
時
30
分
（
受
付
は
午
後
１
時
〜
）

●
会
場
　
長
野
県
松
本
合
同
庁
舎
３
０
１
号
室

●
内
容

　
　「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
と
は
」

　
　
　
　
講
師
：
信
州
大
学
医
学
部
附
属
病
院

　
　
　
　
　
　
　
精
神
科
　
中
村
敏
範
先
生

　
　
　
・
病
気
と
し
て
の
理
解

　
　
　
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
障
害
、否
認
に
つ
い
て

　
　「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
か
ら
の
回
復
」

　
　
　
　
講
師
：
長
野
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
タ
ー
職
員

　
　
　
・
家
族
の
対
応

　
　
　
・
自
助
グ
ル
ー
プ
、
支
援
機
関

●
申
し
込
み
期
限
　
12
月
２
日
㈮

●
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
　
松
本
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
　
　
健
康
づ
く
り
支
援
課

　
　
☎
40―

１
９
３
８

　
借
金
問
題
で
お
困
り
の
方
を
対
象
に
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
相
談
者
に
合
っ
た
解
決
方
法

を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
も
ら
え
ま
す
。
面
談
は
予

約
制
で
行
な
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
電
話
で

予
約
し
て
く
だ
さ
い
（
予
約
受
付
は
、
11
月
30

日
㈬
〜
12
月
13
日
㈫
の
土
日
を
除
く
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
）。

●
日
時
　
12
月
14
日
㈬

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

●
会
場
・
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
　
中
信
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
（
長
野
県
松
本
合
同
庁
舎
）

　
　
　
☎
40―

３
６
６
０

 

　
長
野
県
社
会
福
祉
事
業
団
が
、
介
護
福
祉
士

等
養
成
施
設
の
学
生
に
対
し
、
修
学
資
金
の
貸

付
を
行
な
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
で
は
、
介
護
福
祉
士
等
養
成
施
設

を
卒
業
後
、
長
野
県
内
で
介
護
ま
た
は
相
談
援

助
の
業
務
に
５
年
間
従
事
し
た
場
合
に
、
全
額

返
還
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

〇
貸
付
対
象
者

 

長
野
県
に
住
民
登
録
を
し
て
お
り
、
県
内
外

の
次
の
養
成
施
設
に
入
学
し
て
い
る
学
生
、
ま

た
は
長
野
県
に
住
民
登
録
を
し
て
い
な
い
が
県

内
の
次
の
養
成
施
設
に
入
学
し
て
い
る
学
生
で

卒
業
後
、
県
内
で
介
護
等
の
業
務
に
従
事
し
よ

う
と
す
る
も
の
。

　
・
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
（
１
年
課
程
）

　
・
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
（
２
年
課
程
）

　
・
社
会
福
祉
士
一
般
養
成
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
年
以
上
課
程
）

　
・
社
会
福
祉
士
短
期
養
成
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
月
以
上
課
程
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
法
人
　
長
野
県
社
会
福
祉
事
業
団

　
　
☎
０
２
６―

２
２
８―

０
３
３
７

　「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
」
を
病
気
と
し
て
理

解
し
、
正
し
い
対
応
を
学
ぶ
た
め
の
講
演
会
を

開
催
し
ま
す
（
定
員
45
名
）。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
講
演
会

平
成
28
〜
29
年
度
長
野
県
介
護
福
祉
士

就
学
金
等
貸
付
事
業
に
つ
い
て

弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る

多
重
債
務
者
無
料
相
談
会

主　催　　長野県松本保健福祉事務所
共　催　　松本市、松本市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会
　　　　　　事務局 ： 長野県松本保健福祉事務所福祉課　　☎40-1912（直通）

第２部「認知症の早期発見と対応」
　　　信州大学医学部
　　　　　　　精神医学教室　助教　荻原　朋美　氏

第１部「高齢者虐待の防止に向けて
　　　　　　　　　　～高齢者の権利を守る～」
　　　伊那市社会福祉協議会
　　　　上伊那成年後見センター所長　矢沢　秀樹　氏

※入場料　無料（どなたでもご参加できます）　※筆記具のご用意をお願いします。
日　時　11月30日㈬　　午後１時30分～４時15分　／　会　場　長野県松本合同庁舎　講堂

　高齢者や障害者の財産や権利を守るために成年後見制度がありますが、近年この制度を使う方も増えてき
ています。実際に現場で後見人として活躍されている弁護士から、制度のことや利用方法、後見人は何がで
きるのか、どういう支援が求められるのか等を聞くことができます。　
　　　　　　日　時　　　12月20日㈫　　午後１時30分～３時
　　　　　　会　場　　　保健福祉センター いちいの里　研修室
　　　　　　演　題　　　「成年後見人の業務 ～選任後の支援について～」
　　　　　　講　師　　　弁護士　塩野　悠子 氏　
　なお、講演会終了後に成年後見制度等について個別の相談会も行ないます。相談のある方は、事前に保健
福祉課までご連絡ください。 お問い合わせ　　保健福祉課　　☎97-2100
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ちょいと
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隣の話題
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ニュース」
ちょいと
気になる
隣の話題
「朝日村週刊
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山形村この1年
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情報局（再）
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情報局

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

３団体講演会「地
域活性化に役立つ
機能性健康食材
～長いもとアマニ～」

議会一般質問
（前編）

国税の窓

偉人たちの夢サイエンス
フロンティア21

ＪＡ
グリーンタイム

議会一般質問
（後編）

アスリート
解体新書

31

14

2 330 12/1

おすすめ

おすすめ

おすすめ

時間：午後１時30分～３時30分
会場：保健福祉センター いちいの里
　　　談話室

行政・心配ごと相談
12月20日（火）

夜間窓口開設日
12月16日（金）・27日（火）
午後8時まで　　出入口：正面玄関

業務内容
　・戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
　・印鑑登録、印鑑証明書の発行
　・税金・各種料金等の納付
　・所得証明書等の発行
　・公図閲覧
　・125cc以下のバイクの登録・廃車

村税等納期限
12月26日（月）

固定資産税第３期、国民健康保険税第６期、後期高齢者医療保険料第６期
介護保険料第６期、上下水道料金

　口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるように、
また現金納付の方は、お手元の納付書により納め忘れのないよ
うにしてください。

※税金、料金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

26

１2月の生活ガイド１2月の生活ガイド

　12月議会において、開かれた議会を目指す第
一歩として12月11日㈰に一般質問を実施しま
す。ぜひ、お気軽にお越しください。
　
開 催 日：
　　12月11日㈰
午前の部：
 　　午前９時開会
午後の部：
 　　午後１時再開

男女共同参画

　「女性活躍」とは言うけれど、忙しい日々の中で自
分を後回しにして疲れていませんか？
　自分の生活を振り返りながら、ストレス対策を見出
していく、女性のための２時間です。

日　時　12月17日㈯　午前10時～正午
場　所　男女共同参画センター“あいとぴあ”

　参加無料・託児あり
　事前の申し込みが必要です。

「元気の秘訣教えます」

山形村議会運営委員会

イキイキと働きたい　女性のためのワークショップ

お問い合わせ　長野県男女共同参画センター
☎0266-22-5781

休日議会の開催
議会「傍聴」にお越しください。

休日議会の開催
議会「傍聴」にお越しください。

休日議会の開催
議会「傍聴」にお越しください。


